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入 札 説 明 書 

 

 令和７年度県有林生産物売却 木材（Ｂ材・Ｃ材） に関する一般競争入札については次のとおりとす

る。 

 

 １ 売却物件  

（１） 和恵県有林内の間伐材（土場売り） 

立木伐採時期：令和７年１０月～令和７年１１月 

樹種及び材積：スギ 165.006m3 ヒノキ 0.360m3（山土場にて実測） 

          ※材質はＢ材・Ｃ材相当（内訳は別紙仕様書に記載） 

（２） 場所 

飯石郡飯南町小田地内（和恵県有林） 

別紙仕様書内の位置図参照。 

（３）条件 

買い受けた木材は、令和８年３月３１日までに搬出すること。 

 ２ 入札参加資格  

 次の(1)から(5)までのすべての項目に該当すること。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当するため知事が一定の期間

を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該期間を経過していないもの（その者

を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者を含む）でないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号

に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有する者を経営に関与させている者でないこと。 

(4) 島根県が行う物品の売買、借入れ等に係る入札について指名停止の措置を受け、入札日に

おいてその措置の期間が継続中の者でないこと。 

(5) 島根県税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

 ３ 入札の日時及び場所  

（１）入札の日時 

令和８年１月７日（水）10 時 00 分から 

（２）入札の場所 

島根県飯石郡飯南町上来島 1207 島根県中山間地域研究センター 研修室２ 
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 ４ 入札の方法等  

（１）入札の方法 

ア． 入札者（入札権限等を委任された代理人（以下「受任者」という。）を含む。以下同じ）

は、封印した入札書を入札箱に投函しなければならない。  

イ． 入札者は、購入した木材の搬出及び販売に係る一切の諸経費を含め契約金額を見積もるこ

と。 

ウ．入札は、入札書に記載された金額によって行う。 

エ． 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を

加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額

を除いた金額を入札書に記載すること。 

オ． 郵便、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。  

カ． 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。  

（２）代理人による入札 

ア． 代理人（受任者を除く。以下同じ）が入札する場合には、入札書に入札参加者の住所及び

名称又は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入しておくとともに、

入札時までに委任状を提出しなければならない。 

イ． 入札者又はその代理人は、本件業務に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねること

ができない。 

（３）入札保証金 

「入札保証金の免除に関する誓約書」（別添様式）を提出することにより、島根県会計規

則第 61 条の 2 第 3 号の規定に該当するものとして、入札保証金を免除する。 

（４）開札の方法 

ア． 開札は、入札者又はその代理人及び島根県中山間地域研究センター職員を立ち会わせて行

う。 

イ．入札者又はその代理人は、入札担当者がやむを得ない事情があると認めた場合を除くほか、

開札の場所を退場することはできない。 

ウ． 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、当該

開札の終了後直ちに再度の入札を行う。 

（５）再度入札 

ア． 再度入札は 2 回まで行うこととする。（合計 3 回） 

イ． 入札者のうち再度入札に参加しない者は、入札の場所を退場しなければならない。  

ウ． 入札参加者が１人となったときは、当該入札参加者１人だけで入札をおこなうことができ

る。 

（６）落札者の決定方法 

 島根県会計規則第 62 条の規定に基づいて定められた予定価格の範囲内で最高の価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か

せて落札者を定める。 

（７）入札の取り止め又は延期 

 不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事

由が生じたときは、島根県会計規則第 61 条の 3 第 1 項の規定により当該入札を取り止め、又

は入札期日を延期することがある。 

（８）入札の無効 

 入札に関する条件に違反したとき、入札に際して連合その他の不正の行為があったとき、そ

の他の島根県会計規則第 63 条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効と

する。 
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（９）落札の通知 

 落札者が決定したときは、島根県会計規則第 64 条の 2 の規定により直ちにその旨を当該落

札者に通知する。 

 

  ５ 入札参加資格の確認  

（１）入札参加資格確認申請書の提出 

 入札に参加を希望する者は、入札参加資格の確認に必要な書類（入札資格審査申請書等）を、

令和８年１月５日（月）午後５時１５分まで（土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律（昭和

23 年法律第 178 号）で定める休日を除く）に、持参または郵送（書留郵便に限る）により提出

すること。 

持参の場合の受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。 

 後日、審査結果を通知する。 

なお、当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。  

※ただし、１２月２７日～１月４日までは閉庁日となるため、持参する場合注意すること。 

（２）入札参加資格を確認するために必要となる書類 

 下記の書類を「一般競争入札参加資格申請書」に添付して提出すること。  

ア． 法人にあっては登記簿謄本 

イ． 個人にあっては誓約書（個人用） 

ウ． 刑法、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を一切行っていな

い旨の誓約書 

エ． 島根県税、消費税及び地方消費税を滞納していない旨の証明書。 

ただし、島根県の競争入札に係る当該年度入札参加資格者名簿に登録されている者は、「競

争入札参加資格審査受付システム」の「申請・審査状況確認」画面の写しを提出すること

により滞納していない証明書の提出を省略できる。  

オ． 入札にあたって代理人を定める場合は、その委任状（復代理人を定める場合は、その委任

状） 

カ． 入札保証金の免除に関する書類 

キ． 契約保証金の免除に関する書類 

※ 上記で写しを認めていない公的証明書は、原本を提出すること。 

 

（３）書類の提出先 

  〒690-3405 島根県飯石郡飯南町上来島 1207 

島根県中山間地域研究センター 県有林管理スタッフ 

電話： (0854) 76-2302   ファックス： (0854) 76-3758 

 

  ６ 提出書類の補正について  

 上記 5 により提出した書類に不備があり、補正することを求められた場合は入札日時までに

遅滞なく当該書類の補正を行うこと。 
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 ７ 契約  

（１）契約条項 

別添契約書（案）のとおりとする。 

（２）契約書の作成 

ア． 落札者が決定したときは、島根県会計規則第 64 条の 3 第 1 項の規定により 14 日以内に契

約を締結するものとする。 

イ． 地方自治法第 234 条第 5 項の規定により契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記

名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 

（３）契約保証金 

「契約保証金の免除に関する誓約書」（別添様式）を提出することにより、島根県会計規

則第 69 条の 2 第 7 号の規定に該当するものとして、契約保証金を免除する。 

 

 ８ 質疑  

（１）入札説明書等に対する質疑 

 入札説明書、添付資料及び仕様書について質疑がある場合は、質疑票により令和８年１月 

５日（火）午後 2 時までに提出すること。（ファクシミリ可） 

（２）提出先 

５（３）に示す場所へ提出する。 

 

 ９ 現地確認  

     現地を確認される場合、案内が必要であれば、事前に中山間地域研究センター 県有林管理スタ

ッフまで、電話で依頼を願います。 

 

 １０ 入札説明書添付資料  

(1) 入札参加資格申請書 

(2) 提出書類一覧表 

(3) 誓約書（個人用） 

(4) 誓約書（法人・個人共通） 

(5) 委任状（2 種類） 

(6) 入札書（記入例、注意事項あり） 

(7) 参考資料①② 

(8) 質問票 

(9) 入札保証金の免除に関する誓約書（県会計規則第 61 条の 2 第 3 号） 

(10) 契約保証金の免除に関する誓約書（県会計規則第 69 条の 2 第 7 号） 

(11) 売買契約書（案） 

(12) 仕様書（数量、図面等） 


